
【住所確認に必要な身分証明書一覧】（全て1点のみで可／原本）
・マイナンバーカード

・マイナンバー通知カード

・運転免許証

・運転経歴証明書

・在留カード

・特別永住者証明書

・小型船舶操縦免許証

・障害者手帳等各種福祉手帳

・船員手帳

・戦傷病者手帳

・介護保険被保険者証

・公的機関が発行した身分証明書・資格証明書のうち住所がわかるもの

※住所の記載がない、または手書きの身分証明書は不可

※身分証明書がない場合、電気・ガスの登録情報や宅配便の送付先登録情報など、

現住所がわかるものでも可。

訪日外国人の場合はパスポート

※証印シールで「短期滞在」であることを確認します


